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○島田市普通公園条例施行規則 

平成20年３月28日 

規則第14号 

改正 令和２年３月30日規則第20号 

令和２年７月10日規則第55号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、島田市普通公園条例（平成20年島田市条例第22号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（申請書等の様式） 

第２条 条例第４条、条例第５条第１項及び第２項並びに条例第６条第１項の規定に

よる申請書及び許可書の様式は、次に定めるところによる。 

(1) 普通公園施設設置許可申請書（様式第１号） 

(2) 普通公園施設管理許可申請書（様式第２号） 

(3) 普通公園施設設置（管理）許可事項変更許可申請書（様式第３号） 

(4) 普通公園占用許可申請書（様式第４号） 

(5) 普通公園占用許可事項変更許可申請書（様式第５号） 

(6) 普通公園内行為許可申請書（様式第６号） 

(7) 普通公園内許可行為変更許可申請書（様式第７号） 

(8) 普通公園施設設置許可書（様式第８号） 

(9) 普通公園施設管理許可書（様式第９号） 

(10) 普通公園施設設置（管理）許可事項変更許可書（様式第10号） 

(11) 普通公園占用許可書（様式第11号） 

(12) 普通公園占用許可事項変更許可書（様式第12号） 

(13) 普通公園内行為許可書（様式第13号） 

(14) 普通公園内許可行為変更許可書（様式第14号） 

（令２規則20・旧第２条繰下、令２規則55・旧第５条繰上） 

（使用の届出を要する普通公園施設） 

第３条 条例第９条第１項の規則で定める普通公園施設は、別表のとおりとする。 

（令２規則20・旧第３条繰下、令２規則55・旧第６条繰上・一部改正） 

（使用料の減免申請） 
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第４条 条例第17条の規定によりその例によることとされる島田市都市公園条例（平

成17年島田市条例第130号）第18条第２項の規定により使用料の減額又は免除を受け

ようとする者は、普通公園使用料減免申請書（様式第15号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（令２規則20・旧第４条繰下、令２規則55・旧第７条繰上・一部改正） 

（使用料の還付申請） 

第５条 条例第17条の規定によりその例によることとされる島田市都市公園条例第19

条第２号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、普通公園使用料還付申

請書（様式第16号）を市長に提出しなければならない。 

（令２規則20・旧第５条繰下、令２規則55・旧第８条繰上・一部改正） 

（指定管理者の指定の申請に関する書類） 

第６条 条例第17条の規定によりその例によることとされる島田市都市公園条例第32

条に規定する申請書及び事業計画書の様式は、次のとおりとする。 

(1) 申請書 指定管理者指定申請書（様式第17号） 

(2) 事業計画書 指定公園事業計画書（様式第18号） 

（令２規則55・追加） 

（指定の通知） 

第７条 条例第17条の規定によりその例によることとされる島田市都市公園条例第33

条の規定により指定管理者を指定するときは、指定管理者指定書（様式第19号）に

より指定する法人等に通知する。 

（令２規則55・追加） 

（指定の取消し） 

第８条 市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定により

指定管理者の指定を取り消すときは、指定管理者指定取消通知書（様式第20号）に

より当該法人等に通知する。 

（令２規則55・追加） 

（指定管理者が使用する申請書等の様式） 

第９条 指定管理者が条例第12条各号に規定する管理の業務を行う場合に使用する様

式は、この規則に定める様式に準ずるものとする。 

（令２規則55・追加） 
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（その他） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（令２規則20・旧第６条繰下、令２規則55・旧第９条繰下） 

附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月30日規則第20号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月10日規則第55号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

普通公園の名称 普通公園施設 

童子沢親水公園 バーベキュー広場 

炊飯棟 

野外炉 

家山ふれあいスポーツ広場 グラウンド 

庭球場 
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様式第１号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第２号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第３号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第４号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第５号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第６号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第７号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第８号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第９号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第10号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第11号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第12号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第13号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第14号（第２条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第15号（第４条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 
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様式第16号（第５条関係） 

（令２規則20・令２規則55・一部改正） 

様式第17号（第６条関係） 

（令２規則55・追加） 

様式第18号（第６条関係） 

（令２規則55・追加） 

様式第19号（第７条関係） 

（令２規則55・追加） 

様式第20号（第８条関係） 

（令２規則55・追加） 

 


